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≪会長要件≫ 三川会長 

こんにちは。今日は新しい会員を迎える日です。 
また第 10 回目の会長要件です。十牛図と言う事でお

話します。２、3 枚目に絵を紹介しています。10 枚

の絵は禅の修業の、悟りの過程を描いていると言わ

れます。禅の発祥は中国で、12 世紀ごろに確立して

います。中国宋代の禅僧、廓庵（かくあん）による も
のが有名です。この絵は周文が書いたもので、右上

の少年がうろうろしている絵に『伝周文筆』と書い

てあります。10 枚の絵は般若心経に基づく『空』と

はなにかを絵で解釈したものです。 
 「牧人」が｢牛｣を探し求め、飼い馴らし、やがて

牛が姿を消してゆく過程を十の図で表したものです。

｢牧人｣は｢真の自己を探す者｣、「牛」は「真の自己」

を見つめてゆくプロセスを示す、悟りの過程です。

真の自己を発見する事は自己変革で、自分が変われ

ば世界が変わると言う事です。 
 人生とは、幸福とは何かを考えさせられる絵です。

私は丑年生れでこの絵が好きで 10 冊くらい持って

います。結局最後の絵、老僧が若い人に声をかけて

いる図柄からこれが奉仕、貢献などを示唆していま

す。そういうことでロータリーの精神に十分繋がっ

ていると思います。資料に一図から十図の呼び名と

様子が書いてあります。人間の歩み、心の旅路は 1
～10 と階段を上るように行くものではなく 4～2 に

戻ったり、牛がおとなしくなるとは限らなし、自分

に置き換えても上の段階へは行きつ戻りつです。牛

の上で笛を吹いているのは思いが叶っている状況で、

経営がうまくいっている感じです。床の間の置物な

どにもあります。そういうことを 1000 年前から心

の中を見つめてきたのです。心の中を見つめる事は

何年経っても見つめていかなければ人生をまっとう

できないということです。 
≪新会員バッチ伝達≫ 
三川会長 (ス
ポンサー) 
新会員紹介： 

吉田立盛さんは私が嘱託医

として行っている障碍福祉施設「ホープルのぎく園」

の事務長です。平成 9 年ご両親が貢献との高い理想

を持ち福祉法人を立ち上げました。私はその時から

嘱託医です。当初 20 数人が現在 60 名だそうです。

階上にあります。吉田さんは東京農大卒、高校も付

属三高でした。大学卒業後福祉大で２年勉強をして

施設に勤務現在に至っています。30 代で若手のホー

プとして頑張っていただきたい。どうぞよろしく。 
吉田立盛新会員： 
 こんにちは、未だ三回程の出席で戸惑っています。

歌は夜カラオケと思っているのが昼歌から始まり聞

きなれない言葉が飛び交い、何をすればよいかと戸

惑っています。三川会長には嘱託医のほかに役員も

やって頂いており、ロータリーの職業奉仕です。施

設は社会福祉法人養正会と言い設立して 12 年。何と

かここまでやっています。ロータリーに入ったのは

障碍のある方をご理解いただき職業支援を頂きたい

≪出席報告≫ 木村出席委員長 

正会員 42 名出席免除会員を除く会員 34 名中 

本日の例会は免除会員 5 名を含む 31 名出席率 84％

前々回例会：ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 2 名 出席率 87％ 

1756 回例会要旨 

・会長要件 

・幹事報告 

・各委員会報告（出席、親睦） 

・本日のスペシャル席 石橋忠三郎会員 

・R 情報委員会  三浦委員長 

・GG 委員会報告 野澤委員長 

・本日の例会 
規定審議クラブ細則委員会 長嶺委員長 
 



  

 

との思いもありました。 
≪幹事報告≫榊幹事 

＊ インターアクトの翼に八高 IA2 名参加 

＊ 職場訪問の瑞光園の地図が入れてあります。当

日 11：00 理事役員会を行います。 

＊ 例会変更 

八戸北 RC10／18 例会は夜間例会 

八戸中央 RC10/10 祝日にてﾒｰｷｬｯﾌﾟ不可。10/24

場所変更、10/31 任意休会 

＊ 会報の NO が間違っています。NO1225 

＊ 合同名簿、修正カードを貼ってください。 

≪ニコニコ・ボックス≫ 松田親睦委員長 

三川会長：吉田立盛様御入会おめでとうございます。

末長く宜しくお願いします。 
松田会員：南風会ゴルフコンペのボール代として。 
雨で 22 日コンペが延期次回 10 月 30 日。 
≪スペシャル席スピーチ≫ 

 石橋忠三郎会員 

私の職業関連から、

三川会長と同じ展開で

すが、絵を持って来ま

した。ジャクソンポロ

ックの絵でアクション

ペイントと言われます。ジャズの感があります。デ・

クーニングの絵は具象とも抽象ともつかない表現と

激しい筆触が特色であり、近代市民が迷っている絵

です。ルイスマンフォードさんがこれを称して（当

時の）表現はぴったりあっていると言っています。

こんな時代にロータリーが出来たのです。私が四つ

のテストをはじめて知った時、なぜ４つなのかと思

いました。４つの数字を考えた時、（ヴォルフガン

グ・）ハーケンの４色定理・・・４色で世界の国分

けが出来る事を証明した定理。これに近い４かなと

思いました。 
ロータリー情報：三浦晃 R 情報委員長 

 ここにロータリーの友 10 月号があります。来週入

院でいないので今日紹介します。6P～12P まで 10
月は職業奉仕月間なのでその関連記事が載っていま

す。「職業奉仕に力を注ぐ」今年度の RI 職業奉仕推

進委員会の方針と書いてあり、黒田 PG が書いてい

ます。少し読んでみます。(略) 
GG 委員会報告：野澤委員長 

 先般 9 月 20 日にグロー

バル補助金委員会が開催さ

れました。行政からは観光

課の方が参加しこの事業を

進めることとなりました。

工事名は「八戸南ロータリ

ークラブ八戸海岸蕪島駐車場公衆便所震災復興工

事」です。設計はコアーズ建築デザイン事務所、施

行は西浦水道建設工業㈱。起工式は 10 月 20 日(木)

です。ご出席ください。11 時地鎮祭です。ガバナー

や行政に案内を出す予定です。落成報告祭は 4 月 19

日(木)でクラブの創立記念日を予定しています。財

源は7月14日時点で黒田先生の300万円と韓国台湾

からの 574,000 円でした。ロータリーレートが 82

円から 78 円となりましたが、9 月 7 日現在ロータリ

ー東日本復興基金日本委員会から入金があり

25,714,120 円あります。契約書を結んでいきます。

デーリー東北にも記事が載っています。地鎮祭にも

マスコミは来ると思います。以上報告です。 

≪規定審議・クラブ細則委員会担当例会≫ 
長嶺副委員長： 
 委員長の黒田先生は

旭川の地区大会に RI 会

長代理として行かれ今

日の卓話を頼まれまし

た。(資料参照)規定審議

に出す案件を立法案と

言い、これの提出資格はクラブか地区だけです。立

法案には制定案と決議案があります。制定案とは RI
の組織規定。2010 年の手続要覧には白い用紙と黄色

い用紙があります。黄色い方は RI の定款細則やク

ラブの標準定款細則などが書いてあり、これを改定

する立法案です。決議案とは RI 理事会への意見表

明や提案の立法案です。規定審議会は３年毎に実施

され２０１３年に開催されます。それに間に合う立

法案の提出期限は 2011 年 12 月 31 日までに RI 世界

本部で受理されなければならず、遅れるなどの例外

は認められません。クラブが提出する立法案は地区

の承認が必要で、提案者(クラブ会長)の趣旨及び効

果に関する声明文と地区の承認証明の添付が必要。

RI 定款細則委員会は理事会に代わって全ての立法

案本文を点検。RI 理事会は同じような立法案が提出

された場合折衷案を勧告できます。 
 具体的に 2830 地区の合併をクラブが反対する立

法案を提出する場合。クラブ理事会で決まった案件

が、例会で採択されたことを証明するクラブ会長幹

事の署名書簡を付け、地区に転送、地区大会で承認、

ガバナーが承認証明を記入し世界本部に 12 月 31 日

までの提出。地区の承認を受けた案件だけが審議さ

れます。地区で立法案を出す場合は地区大会で承認

後、ガバナーが立法案と承認証明を世界本部へ提出。

RI細則では立法案の提出は 1地区 5件を奨励してい

ます。以下書いてあるとおりです。(略) 
 後の 2 枚のコピーは先般から問題となっている合

併の話ですが、2007 年と 2010 年の手続要覧が分か

るようにコピーしました。手続要覧第 2 章地区、地

区編成で『RI 理事会は・・・地区の境界変更もそれ

によって影響を受け得る地区内クラブの過半数の反



  

 

対を押して行ってはならない。(後略)』ともありま

す。また、国際ロータリー細則の第 15 条地区、15.010.
創設に『（前略）理事会はクラブ数が 33 未満あるい

はロータリアンの数が 1200 未満の地区の境界を、

廃止あるいは変更することが出来る。関係地区内ク

ラブの過半数の反対がある場合は、クラブ数が 33

以上あるいはロータリアンの数が 1200 名以上のい

かなる地区の境界も変更してはならない』となって

います。当地区は 40 クラブあり 1100 人位です。ク

ラブが反対をすればと思いますが、この辺を今後議

論して行きたいです。 

 


